
支障がない場合

※①　土地区画整理法第７６条第１項による許可申請は、必ず施行者に事前相談を実施する。

※②　土地区画整理法第７６条第２項の規定に基づき許可の申請があった場合は、施行者の意見を聴かなければならない。

※③　施行者からの連絡を受け、許可書を受領。

※④　事業の施行の障害が確認された場合、施行者から手直しの指示を実施。

※⑤　手直しに従わない場合等、事業の支障となる行為に対し実施。

5
【許可書発行】
（許可書、様式１-2、その他必要書類
を申請者へ）

【申請内容の確認】
事前協議内容に基づき、事業に支障
がない旨を審査し、施行者意見（※
②）を作成

14 【完了届（写）受領】 13
【検査完了】
完了届に確認済印を押印し、写しを作
成

⓫ 是正措置依頼 ⓬ 【原状回復等の命令】 ※⑤

11 【手直し完了】 12 【再検査】

7
【施行完了】　
完了届、写真の作成、提出 8 【検査実施】

10 【手直し対応】 9 【手直し指示】 ※④

6 【許可書受領】 ※③

4

3

【申請書類作成、提出】

許可申請必要書類の作成、提出

（様式1、様式1-2、その他必要書類２
部）

７６条許可申請手続きの流れ（市施行）

申請者 各地区施行者 許可権者／市街地整備課

1
【事前相談】 ※①
案内図、建築行為等概要による相談 2 事業に対する支障の有無を確認

事
前
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事
前
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議

～

本
申
請

完
了
検
査

指示に従わない場合


